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【公開番号】特開2008-16924(P2008-16924A)
【公開日】平成20年1月24日(2008.1.24)
【年通号数】公開・登録公報2008-003
【出願番号】特願2006-183306(P2006-183306)
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   Ｈ０４Ｍ   1/02     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｍ   1/21    　　　Ｍ
   Ｈ０４Ｍ   1/02    　　　Ｃ
   Ｇ０８Ｂ  15/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月3日(2009.2.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器本体と、二次電池と、該二次電池を収納するための電池収納部と、該電池収納
部を覆うカバーと、所定の操作により警報音等を発生する警報発生手段と、を備えた防犯
機能付き電子機器であって、前記カバーの端部には少なくとも１つの固定穴が設けられ、
該固定穴を介してビスによって前記カバーを前記電池収納部を覆った状態で固定するよう
にしたことを特徴とする防犯機能付き電子機器。
【請求項２】
　前記ビスは特定の工具を用いて固定及び解除がなされるものであることを特徴とする請
求項１に記載の防犯機能付き電子機器。
【請求項３】
　前記固定穴は、前記カバーの一側壁に設けられた切り欠きと、所定の剛性を備え前記カ
バーの前記切り欠きが設けられた裏面に取り付けられ前記切り欠きの開口に対向する位置
に開口を有する実質的にU字状の鉤片と、から構成されていることを特徴とする請求項1に
記載の防犯機能付き電子機器。
【請求項４】
　前記ビスは前記固定穴に挿入されて固定された状態で、その頭部が前記切り欠き内に収
納できる大きさを有していることを特徴とする請求項３に記載の防犯機能付き電子機器。
【請求項５】
　前記固定穴には、前記ビスが挿入されその頭部が前記切り欠き内に収納された状態で取
り付けられる蓋体を備え、該蓋体は前記固定穴に取り付けた状態で、その上面が前記カバ
ーの表面と同一平面状に位置することを特徴とする請求項４に記載の防犯機能付き電子機
器。
【請求項６】
　前記カバーは前記電池収納部の開口の少なくとも一部を覆った後スライドさせて取り付
けられ、その先端に位置する側壁近傍に前記固定穴が形成されているとともに該側壁から
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外方に延びてその先端部に係止段部が形成された少なくとも２つの舌片が設けられ、この
取り付けにより該側壁が当接する前記電子機器本体の当接面に設けられたスリット内に前
記舌片が挿入されて前記係止段部により抜け止めがなされることを特徴とする請求項１～
５のいずれかに記載の防犯機能付き電子機器。
【請求項７】
　電子機器本体と、二次電池と、該二次電池を収納するための電池収納部と、該電池収納
部を覆うカバーと、所定の操作により警報音等を発生する警報発生手段と、を備えた防犯
機能付き電子機器であって、前記カバーの一側壁には少なくとも２つの切り欠きが設けら
れ、更に該各切り欠きに連通する貫通孔が設けられるとともにその下面中間部に前記カバ
ーの表面に設けられた取付穴に収納される突起が設けられたブリッジ片を備え、該ブリッ
ジ片の突起を前記カバーの取付穴に収納するとともに前記貫通孔を前記切り欠きに連通さ
せた状態で、ビスを前記ブリッジ片の貫通孔及び前記各固定穴に挿通させて前記カバーを
固定することを特徴とする防犯機能付き電子機器。
【請求項８】
　前記ビスは特定の工具を用いて固定及び解除がなされるものであることを特徴とする請
求項７に記載の防犯機能付き電子機器。
【請求項９】
　前記ブリッジ片の貫通孔の下面側外縁部には、前記切り欠き内に収納される所定長さの
垂下部が形成されていることを特徴とする請求項７に記載の防犯機能付き電子機器。
【請求項１０】
　前記ブリッジ片の貫通孔の上面側外縁部は、前記ビスの頭部が収納できるように前記貫
通孔よりも大径な段部が設けられていることを特徴とする請求項７に記載の防犯機能付き
電子機器。
【請求項１１】
　前記カバーは前記電池収納部の開口の少なくとも一部を覆った後スライドさせて取り付
けられ、その先端に位置する側壁近傍に前記切り欠きが形成されているとともに該側壁か
ら外方に延びる少なくとも１つの舌片が設けられ、この取り付けにより該側壁が当接する
前記電子機器本体の当接面に設けられたスリット内に前記舌片が挿入されることを特徴と
する請求項７～１０のいずれかに記載の防犯機能付き電子機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】防犯機能付き電子機器
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は防犯機能付き電子機器に関し、特に、例えば防犯機能として防犯ブザー等を備
える携帯電話機のような電子機器において、防犯ブザー作動時にこの防犯ブザーの作動が
強制的に停止されることを防ぐための防犯機能付き電子機器に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　上記目的を達成するために、請求項１に記載の防犯機能付き電子機器は、電子機器本体
と、二次電池と、該二次電池を収納するための電池収納部と、該電池収納部を覆うカバー
と、所定の操作により警報音等を発生する警報発生手段と、を備えた防犯機能付き電子機
器であって、前記カバーの端部には少なくとも１つの固定穴が設けられ、該固定穴を介し
てビスによって前記カバーを前記電池収納部を覆った状態で固定するようにしたことを特
徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の防犯機能付き電子機器であり、前記
ビスは特定の工具を用いて固定及び解除がなされるものであることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の防犯機能付き電子機器であり、前記
固定穴は、前記カバーの一側壁に設けられた切り欠きと、所定の剛性を備え前記カバーの
前記切り欠きが設けられた裏面に取り付けられ前記切り欠きの開口に対向する位置に開口
を有する実質的にU字状の鉤片と、から構成されていることを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の防犯機能付き電子機器であり、前記
ビスは前記固定穴に挿入されて固定された状態で、その頭部が前記切り欠き内に収納でき
る大きさを有していることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の防犯機能付き電子機器において、前
記固定穴には、前記ビスが挿入されその頭部が前記切り欠き内に収納された状態で取り付
けられる蓋体を備え、該蓋体は前記固定穴に取り付けた状態で、その上面が前記カバーの
表面と同一平面状に位置することを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれかに記載の防犯機能付き電子機
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器において、前記カバーは前記電池収納部の開口の少なくとも一部を覆った後スライドさ
せて取り付けられ、その先端に位置する側壁近傍に前記固定穴が形成されているとともに
該側壁から外方に延びてその先端部に係止段部が形成された少なくとも２つの舌片が設け
られ、この取り付けにより該側壁が当接する前記電子機器本体の当接面に設けられたスリ
ット内に前記舌片が挿入されて前記係止段部により抜け止めがなされることを特徴とする
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項７に記載の防犯機能付き携帯電話機の発明は、電子機器本体と、二次電池と、該
二次電池を収納するための電池収納部と、該電池収納部を覆うカバーと、所定の操作によ
り警報音等を発生する警報発生手段と、を備えた防犯機能付き電子機器であって、前記カ
バーの一側壁には少なくとも２つの切り欠きが設けられ、更に該各切り欠きに連通する貫
通孔が設けられるとともにその下面中間部に前記カバーの表面に設けられた取付穴に収納
される突起が設けられたブリッジ片を備え、該ブリッジ片の突起を前記カバーの取付穴に
収納するとともに前記貫通孔を前記切り欠きに連通させた状態で、ビスを前記ブリッジ片
の貫通孔及び前記各固定穴に挿通させて前記カバーを固定することを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の防犯機能付き電子機器において、前
記ビスは特定の工具を用いて固定及び解除がなされるものであることを特徴とする。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項７に記載の防犯機能付き電子機器において、前
記ブリッジ片の貫通孔の下面側外縁部には、前記切り欠き内に収納される所定長さの垂下
部が形成されていることを特徴とする。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項７に記載の防犯機能付き電子機器において、
前記ブリッジ片の貫通孔の上面側外縁部は、前記ビスの頭部が収納できるように前記貫通
孔よりも大径な段部が設けられていることを特徴とする。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２１】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項７～１０のいずれかに記載の防犯機能付き電
子機器において、前記カバーは前記電池収納部の開口の少なくとも一部を覆った後スライ
ドさせて取り付けられ、その先端に位置する側壁近傍に前記切り欠きが形成されていると
ともに該側壁から外方に延びる少なくとも１つの舌片が設けられ、この取り付けにより該
側壁が当接する前記電子機器本体の当接面に設けられたスリット内に前記舌片が挿入され
ることを特徴とする。
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